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謹
し
み
て
新
年
を
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ご
皇
室
の
彌
栄
を
言
壽
ぎ
、
日
本
の
国
の
安
全
と
世
界

の
平
和
・
神
社
関
係
者
を
始
め
皆
様
方
の
御
健
勝
と
御
清

祥
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
コ
ロ
ナ
感
染
症
禍
中
に
あ
っ
て
様
々
な
困
難
が

あ
り
ま
し
た
が
、
諸
先
輩
の
築
か
れ
た
日
本
の
底
力
を
得

て
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
無
事
完
遂
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
県
下
各
地
の
神
社
祭
禮
も
規
模

縮
小
と
な
り
ま
し
た
が
、
伝
統
伝
承
文
化
の
継
承
を
旨
と

し
て
、
神
事
を
核
と
し
て
執
り
行
わ
れ
、
関
係
者
各
位
の

誠
意
と
努
力
に
心
か
ら
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　

長
野
県
神
社
庁
の
現
役
員
体
制
も
今
年
三
月
末
を
以

て
新
体
制
へ
移
行
さ
れ
ま
す
。
新
庁
舎
氏
子
会
館
建
設
事

業
達
成
・
次
期
伊
勢
神
宮
御
遷
宮
組
織
設
立
等
・
諸
課
題

の
新
年
と
も
な
り
ま
す
。

　
　
〝
先
輩
に
教
え
を
乞
う
て
尊
敬
し

　
　
　

現い

ま在
を
慎
み
怠
ら
ず　

後
人
に
夢
を

　
　
　
　
　

託
し
て
信
頼
し　

侮
る
こ
と
な
し
〟

　

新
し
い
年
が
よ
り
稔
り
多
き
佳
き
年
で
あ
り
ま
す
よ

う
、
祈
念
申
し
上
げ
、
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

謹
ん
で
皇
室
の
弥
栄
と
今
上
陛
下
の
御
健
勝
、
県
内
神

社
御
社
頭
の
益
々
の
御
隆
昌
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
恙
な
く
新
年
を
お
迎
え
の

こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
末
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
が
全
国

的
に
下
火
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
今
ま
で
自
粛
し

て
い
た
人
達
も
い
よ
い
よ
外
に
出
て
、
街
全
体
が
活
性
化

し
て
き
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
、
神
社
庁
や
各
神

社
も
諸
会
議
・
諸
行
事
等
が
少
し
ず
つ
開
催
さ
れ
る
に

至
っ
て
お
り
、
着
実
に
日
常
の
生
活
に
戻
り
つ
つ
あ
る
こ

と
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
乍
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

は
未
だ
終
息
せ
ず
、
ま
だ
ま
だ
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で

も
あ
り
ま
す
。
皆
様
方
に
は
引
き
続
き
感
染
予
防
対
策
を

と
り
な
が
ら
の
祭
祀
、
神
社
護
持
に
力
を
尽
く
し
、
今
後

も
神
社
関
係
者
一
同
が
更
に
心
を
一
つ
に
し
、
神
職
・
総

代
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場
で
伝
統
的
価
値
観
や
道
徳
意
識
を

昂
め
、
祭
祀
の
厳
修
と
同
義
の
昂
揚
を
図
り
、
赤
誠
あ
ふ

る
る
熱
意
で
伝
統
を
守
り
伝
え
る
べ
く
努
め
ら
れ
ま
し

て
、
感
染
症
が
終
息
す
る
ま
で
は
、
ま
だ
ま
だ
感
染
予
防

対
策
を
と
り
な
が
ら
の
神
社
護
持
運
営
と
は
な
り
ま
す

が
、
更
な
る
斯
界
の
発
展
を
期
待
申
し
上
げ
、
新
年
の
御

挨
拶
と
致
し
ま
す
。

年
頭
の
御
挨
拶	

長
野
県
神
社
総
代
会
　
会
長�

藤
村
　
吉
彦

年	

頭	

の	

辞	

長
野
県
神
社
庁
　
庁
長�

宇
治
橋
　
淳
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一
日�

月
次
祭

二
日�

理
事
会

二
日�

人
事
諮
問
委
員
会

五
日�

総
代
会
役
員
会

九
日�

教
化
部
祭
祀
委
員
会

十
九
日�

第
九
十
九
回
定
例
協
議
員
会

二
五
日�

兼
任
神
職
祭
式
研
修
会

二
五
～
二
六
日

�

初
任
神
職
研
修
会
（
前
期
）

二
九
日�

庁
舎
建
設
委
員
会

�

（
設
計
施
工
特
別
委
員
会
）

三
十
日�

教
育
関
係
神
職
協
議
会
役
員
会

一
日�

月
次
祭

五
日�

教
化
部
調
査
委
員
会

十
日�

辞
令
伝
達
式 七

月
八
月

表
紙
に
つ
い
て

「
国く
に
さ
か
い
み

境
見
の
神
事
」

　

県
無
形
民
俗
文
化
財
「
薙
鎌
打
ち
神
事
」
が
去

る
八
月
三
十
日
に
仲
又
小
倉
明
神
で
諏
訪
大
社

北
島
宮
司
に
よ
り
斎
行
さ
れ
、
旧
記
に
よ
り
前
日

に
は
旧
小
谷
村
総
社
大
宮
諏
訪
神
社
に
、
薙
鎌
一

尊
が
奉
献
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
「
国
境
見
の
神
事
」
と
い
わ
れ
、
御

柱
祭
前
年
、
明
神
の
象
徴
薙
鎌
を
信
越
国
境
二

社
（
前
回
は
、
戸
土
境
の
宮
）
の
神
木
に
七
年

毎
、
交
互
に
打
ち
込
む
神
事
で
す
。
鎌
や
大
社
に

は
「
風
鎮
め
」
の
信
仰
が
あ
り
「
薙
鎌
」
は
古
く

は
鱗
を
脱
ぎ
再
生
す
る
蛇
を
模
し
た
と
さ
れ
、
開

拓
神
の
象
徴
で
も
あ
り
ま
す
。
神
事
に
は
風
に
象

徴
さ
れ
る
自
然
災
害
、
国
土
の
お
祓
い
的
な
意
味

や
国
土
の
平
安
と
再
生
を
願
い
つ
つ
御
柱
祭
に

つ
な
い
で
い
く
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。
一
度

途
絶
え
ま
し
た
が
、
昭
和
十
八
年
に
復
活
、
今
回

十
四
回
目
を
数
え
ま
し
た
。

�

（
大
宮
諏
訪
神
社　

宮
司　

杉
本
英
彦
）写真提供：LCV株式会社

（
令
和
三
年
七
月
〜
令
和
三
年
十
一
月
）
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十
日�

神
政
連
県
本
部
役
員
会

十
七
日�

庁
舎
建
設
委
員
会
（
設
計
施
工
委
員
会
）

十
九
～
二
十
日

�

初
任
神
職
研
修
会
（
後
期
）

二
五
日�
第
七
十
六
回
連
合
大
会
打
ち
合
せ
会

�
於　

伊
那
文
化
会
館

一
日�

月
次
祭

十
日�

庁
舎
建
設
委
員
会

十
日�

神
社
庁
設
立
七
十
五
周
年
奉
祝
祭

十
二
日�

神
殿
例
祭

三
十
日�

教
化
部
教
化
委
員
会

�

於　

深
志
神
社

一
日�

月
次
祭

五
日�

辞
令
伝
達
式

六
日�

調
査
委
員
会

七
日�

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭

十
一
日�

教
化
部
祭
祀
委
員
会

十
二
日�

教
化
部
青
少
年
対
策
推
進
委
員
会

十
二
日�

庁
報
編
集
委
員
会

十
九
日�

神
社
本
庁
設
立
七
十
五
周
年
記
念
大
会

二
十
日�

神
社
本
庁
評
議
員
会

二
八
日�

第
七
十
六
回
長
野
県
神
社
庁
・

�

長
野
県
神
社
総
代
会
連
合
大
会

�

於　

伊
那
文
化
会
館

一
日�

月
次
祭

二
日�

教
養
研
修
会

十
一
日�

教
化
部
役
員
会

十
六
日�

監
査
会

十
八
日�

東
海
五
県
神
社
庁
庁
長
参
事
会

�

於　

愛
知
県

二
五
日�

教
化
部
青
少
年
対
策
推
進
委
員
会

二
六
日�

教
化
部
祭
祀
委
員
会

二
九
日�

教
養
研
修
会

十
月

十
一
月

九
月
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本
年
度
の
連
合
大
会
は
十
月
二
十
八
日
に

伊
那
市
の
県
伊
那
文
化
会
館
を
会
場
と
し

て
、
上
伊
那
支
部
並
び
に
上
伊
那
支
会
の
当

番
に
て
県
内
神
職
及
び
総
代
約
一
六
〇
名
の

参
加
の
下
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

昨
年
度
の
連
合
大
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
深
刻
な
影
響
を
受
け
、
神
社
庁
及

び
総
代
会
の
役
員
の
出
席
に
限
定
し
、
神
社

庁
舎
で
表
彰
の
み
と
い
う
略
式
の
開
催
で
し

た
の
で
、
今
回
こ
そ
は
例
年
の
規
模
で
計
画

し
て
お
り
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
未
だ
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
終
息
に
は
至

ら
ず
、
参
加
者
に
人
数
制
限
を
設
け
た
上
で

の
開
催
と
な
り
ま
し
た
が
通
常
開
催
に
準
じ

た
構
成
に
て
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
第
一
部
の
記
念
講
演
は
、
本
年
は
地

元
辰
野
町
御
出
身
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
上
島

嘉
郎
先
生
に
御
来
県
頂
き
「
日
本
人
の
志
は

ど
こ
へいっ
た
―
今
こ
そ
父
祖
た
ち
の
苦
闘
に

思
い
を
馳
せ
る
秋
―
」
と
題
し
、
こ
れ
ま
で

の
御
自
身
の
取
材
経
験
に
も
と
づ
き
、
今
日

ま
で
の
歴
史
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
日
本
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つい
て
、
明
治
以
降
の
歴

史
を
取
り
上
げ
な
が
ら
お
話
し
さ
れ
、
父
祖

た
ち
は
如
何
に
日
本
人
の
志
を
私
た
ち
を
始

め
と
す
る
未
来
の
日
本
人
へ
伝
え
て
ゆ
く
べ
く

苦
闘
し
て
き
た
の
か
御
講
演
頂
き
ま
し
た
。

　

続
く
第
二
部
の
連
合
大
会
で
は
、
去
る
十

月
十
九
日
に
帰
幽
さ
れ
た
武

美
登
副
庁
長

を
始
め
と
す
る
物
故
神
職
総
代
に
対
す
る
黙

祷
の
後
、
宇
治
橋
庁
長
は
挨
拶
の
中
で
、
神

社
庁
が
設
立
さ
れ
て
よ
り
本
年
で
七
十
五
年

と
い
う
年
月
が
経
過
し
ま
し
た
が
、
各
地
域

の
神
社
は
数
百
年
ま
た
は
一
千
年
以
上
も
前

か
ら
存
在
し
て
お
り
、
御
先
祖
た
ち
が
必
死

二
年
ぶ
り
に
県
内
神
社
関
係
者
一
堂
に
会
し

神
社
庁
設
立
七
十
五
周
年
記
念
　
第
七
十
六
回
連
合
大
会
開
催
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第
七
十
六
回
長
野
県
神
社
庁
・
長
野
県
神
社
総
代
会

　
連
合
大
会
　
表
彰
者
一
覧�

（
敬
称
略
）

◎
定
例
表
彰

　
・
神
職
の
部

　
　
南
佐
久　

諏
訪
社
宮
司�

猿
谷　

英
俊

　
　

上
小　
　

生
島
足
島
神
社
宮
司
代
務
者�

池
内　

宣
裕

　
　

上
伊
那　

白
山
社
八
幡
社
合
殿
祢
宜�

保
科　

宣
子

　
　

飯
伊　
　

冨
士
山
稲
荷
神
社
祢
宜�

市
原　

日
貴

　
　

木
曽　
　

御
嶽
神
社
宮
司�

武
居　

哲
也

　
　

上
水
内　

小
川
八
幡
宮
宮
司�
高
山　

吉
富

　

・
総
代
の
部

　
　
上
小　
　

上
田
招
魂
社
顧
問�

成
澤　

秀
敏

　
　

上
伊
那　

諏
訪
神
社
顧
問�

小
松　

俊
夫

　
　

下
伊
那　

八
幡
社
責
任
役
員�

小
池　
　

誠

　
　

木
曽　
　

御
嶽
神
社
総
代
会
長�

小
谷　

宗
司

　
　

木
曽　
　

南
宮
神
社
責
任
役
員�

狩
戸　

昭
彦

　
　

大
北　
　

若
一
王
子
神
社
責
任
役
員�

山
本　

勝
洋

　
　

更
級　
　

治
田
神
社
氏
子
総
代
長�

髙
村　

征
弘

　

・
氏
子
崇
敬
者
の
部

　
　
中
高　
　

長
丘
神
社
録
事�

馬
場　

義
春

◎
長
野
県
神
社
庁
設
立
七
十
五
周
年
記
念
表
彰

　
・
奉
仕
神
社
並
び
に
神
社
庁
に
対
し
功
績
特
に
顕
著
な
者

　
　
北
佐
久　

鼻
顔
稲
荷
神
社
役
員�

　

水
澤　

健
治

　
　

上
伊
那　

大
御
食
神
社
顧
問�

赤
須　

弘
侑

　
　

木
曽　
　

御
嶽
神
社
宮
司�

滝　
　

和
人

　
　

松
塩
筑　

小
野
神
社
宮
司�

宇
治
橋　

淳

　
　

松
塩
筑　

和
泉
神
社
宮
司�

遠
藤　

久
芳

　
　

松
塩
筑　

四
柱
神
社
総
代
会
長�

藤
村　

吉
彦

　
　

飯
水　
　

加
保
戸
神
社
役
員�

宮
澤　

邦
彦

　
　

長
野　
　

熊
野
出
速
雄
神
社
宮
司�

武
　

美
登

　

・
奉
仕
神
社
並
び
に
神
社
庁
に
対
し
功
績
顕
著
な
者

　
　
南
佐
久　

住
吉
神
社
宮
司�

渡
邉　

克
彦

　
　

南
佐
久　

諏
訪
神
社
宮
司�

佐
々
木
宗
昭

　
　

南
佐
久　

平
賀
神
社
総
代
会
長�

高
橋　
　

登

　
　

北
佐
久　

近
津
神
社
祢
宜�

武
者　

幸
彦

　
　

上
小　
　

子
檀
嶺
神
社
宮
司�

清
住　

宗
廣

　
　

上
小　
　

御
穂
須
々
美
神
社
宮
司�

甲
田　

圭
吾

　
　

上
小　
　

生
島
足
島
神
社
総
代
長�

松
澤　

繁
樹

　
　

諏
訪　
　

小
井
川
賀
茂
神
社
宮
司�

有
賀　

寬
典

　
　

諏
訪
市　

諏
訪
大
社
大
総
代�

笠
原　
　

透

　
　

諏
訪
郡　

諏
訪
大
社
大
総
代�

行
田　

吉
光

　
　

諏
訪
市　

諏
訪
大
社
大
総
代�

宮
澤　

康
夫

　
　

岡
谷
市　

諏
訪
大
社
元
大
総
代�

長
田　

正
康

　
　

岡
谷
市　

諏
訪
大
社
大
総
代�

濵　
　

一
平

の
思
い
で
今
日
ま
で
繋
い
で
き
た
精
華
で
あ

る
こ
と
を
深
く
受
け
止
め
、
現
在
は
感
染
症

な
ど
で
大
変
な
時
で
あ
る
が
、
今
度
は
私
た

ち
が
次
の
世
代
へ
ど
の
よ
う
に
託
し
て
ゆ
く

か
考
え
決
断
す
る
と
き
が
来
て
い
る
と
語
ら

れ
た
。

　

続
い
て
藤
村
総
代
会
長
よ
り
、
神
社
を
支

え
る
総
代
の
立
場
に
つ
い
て
改
め
て
思
い
起

こ
し
、
神
事
の
斎
行
や
御
神
符
の
頒
布
な
ど
、

神
徳
宣
揚
の
た
め
御
祭
神
と
地
域
住
民
を
繋

ぐ
大
切
な
役
割
で
あ
る
と
の
自
覚
を
改
め
て

固
め
て
頂
き
た
い
と
語
ら
れ
た
。

　

続
い
て
本
年
度
の
表
彰
に
移
り
、
定
例
表

彰
と
し
て
神
社
の
護
持
運
営
に
対
す
る
功
績

に
よ
り
神
職
・
総
代
・
氏
子
崇
敬
者
の
十
四

名
に
対
す
る
表
彰
の
後
、
今
回
の
連
合
大
会

で
は
創
立
七
十
五
周
年
記
念
表
彰
と
し
て
庁

務
推
進
な
ど
斯
界
に
対
し
て
の
功
績
顕
著
の

神
職
並
び
に
総
代
一
一
三
名
に
対
し
表
彰
状

が
贈
呈
さ
れ
、
今
日
ま
で
の
御
功
績
を
讃
え

ま
し
た
。

　

大
会
最
後
に
本
年
度
大
会
の
宣
言
を
全
会

一
致
に
て
採
択
し
、
萬
歳
奉
唱
を
以
て
閉
会

し
ま
し
た
。

宣　言
　今や新型コロナウイルスによる猛威は、全国神社の祭祀
や行事に深刻な影響を及ぼしていることは誠に憂慮に堪え
ない。
　この国難ともいえる中、長野県神社庁設立75周年を迎え
た。我ら神社関係者は、かかる時こそ、奉仕する神社が氏
子崇敬者にとっての心の拠りどころであり、地域の要であ
るとの認識を新たにし、一層祭祀の厳修に努めるよう、日々
邁進することを誓う。

　令和３年10月28日

　　　　長野県神社庁設立75周年

　　　第76回　長�野�県�神�社�庁
　　　　　　　長野県神社総代会　連合大会
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長
野　
　

西
宮
神
社
宮
司�

丸
山　
　

肇

　
　

長
野　
　
健
御
名
方
富
命
彦
神
別
神
社
役
員�

伊
倉　

順
治

　

・
神
職
五
十
年
以
上
勤
続
者
表
彰

　
　
上
小　
　

子
檀
嶺
神
社
宮
司�

宮
原　
　

滿

　
　

上
伊
那　

御
射
山
三
社
宮
司�

唐
沢　

克
忠

　
　

上
伊
那　

諏
訪
神
社
宮
司�

島
田　

悦
子

　
　

松
塩
筑　

鹽
竈
神
社
宮
司�

大
澤　

明
三

　
　

松
塩
筑　

長
野
縣
護
國
神
社
宮
司�

奥
谷　

一
文

　
　

松
塩
筑　

阿
禮
神
社
宮
司�

塩
川　

秀
實

　
　

松
塩
筑　

神
明
宮
宮
司�

永
持
は
な
子

　
　

松
塩
筑　

小
野
神
社
宮
司�

宇
治
橋　

淳

　
　

松
塩
筑　

和
泉
神
社
宮
司�

遠
藤　

久
芳

　
　

南
安
曇　

日
吉
神
社
宮
司�

小
平　

弘
起

　
　

更
級　
　

南
方
富
神
社
宮
司�

堀
内　

静
夫

　
　

上
水
内　

芋
川
神
社
宮
司�

近
藤　

邦
彦

　
　

上
水
内　

中
牧
神
社
宮
司�

小
口　

公
倫

　
　

飯
水　
　

天
満
社
宮
司�

大
澤　

奉
紀

　
　

長
野　
　

柴
神
社
宮
司�

瀧
澤
け
い
子

　
・
神
職
三
十
五
年
以
上
勤
続
者
表
彰

　
　

南
佐
久　

荒
船
山
神
社
宮
司�

小
間
澤　

肇

　
　

北
佐
久　

大
室
神
社
宮
司�

曽
根　

徳
隆

　
　

諏
訪　
　

諏
訪
大
社
宮
司�

北
島　

和
孝

　
　

諏
訪　
　

手
長
神
社
宮
司�

前
島　
　

正

　
　

諏
訪　
　

八
劔
神
社
宮
司�

宮
坂　
　

清

　
　

諏
訪　
　

賀
茂
神
社
宮
司�

笠
原　
　

睦

　
　

上
伊
那　

大
宮
五
十
鈴
神
社
祢
宜�

白
鳥　

操
子

　
　

上
伊
那　

七
窪
神
社
宮
司�

紫
芝　

光
司

　
　

上
伊
那　

坂
下
神
社
祢
宜�

伊
藤　

幸
子

　
　

飯
伊　
　

八
王
子
神
社
宮
司�
木
下　

一
廣

　
　

飯
伊　
　

吉
田
神
社
宮
司�
平
澤　

靖
史

　
　

飯
伊　
　

諏
訪
社
宮
司�

羽
田
野　

正

　
　

木
曽　
　

御
嶽
神
社
宮
司�

武
居　

哲
也

　
　

松
塩
筑　

四
柱
神
社
宮
司�

宮
坂　

信
廣

　
　

松
塩
筑　

岡
田
神
社
宮
司�

小
林　
　

修

　
　

松
塩
筑　
多
賀
社
白
山
社
諏
訪
社
雙
殿
宮
司�

村
上　

典
孝

　
　

松
塩
筑　

野
々
宮
社
宮
司�

中
村　

敏
男

　
　

南
安
曇　

洲
波
神
社
宮
司�

宮
澤　

佳
廣

　
　

南
安
曇　

穂
髙
神
社
祢
宜�

保
尊　
　

勉

　
　

南
安
曇　

住
吉
神
社
宮
司�

飯
田　

泰
之

　
　

南
安
曇　

吉
野
神
社
宮
司�

角
田　

朝
壽

　
　

大
北　
　

仁
科
神
社
宮
司�

羽
田　

浩
一

　
　

大
北　
　

秋
葉
神
社
宮
司�

松
井　

秀
吾

　
　

大
北　
　

若
一
王
子
神
社
宮
司�

竹
内　

直
彦

　
　

大
北　
　

諏
訪
神
社
宮
司�

宮
田　

貴
夫

　
　

更
級　
　

川
合
神
社
宮
司�

宮
澤　

和
彦

　
　

更
級　
　

八
幡
社
宮
司�

五
明　

貴
寿

　
　

更
級　
　

武
水
別
神
社
宮
司�

堀
内　

潔
人

　
　

上
水
内　

大
原
生
玉
神
社
宮
司�

吉
田　

雄
紀

　
　

上
水
内　

諏
訪
神
社
宮
司�

小
谷　

和
実

　
　

上
水
内　

宇
賀
神
社
宮
司�

宮
川　

滋
彦

　
　

上
水
内　

豊
岡
神
社
宮
司�

富
岡　

晋
一

　
　

長
野　
　

湯
福
神
社
宮
司�

齋
藤　

安
彦

　
　

長
野　
　

西
宮
神
社
宮
司�

丸
山　
　

肇

　
　

長
野　
　

長
池
神
社
宮
司�

倉
澤　
　

祇

　

・
神
社
総
代
記
念
表
彰

　
　
南
佐
久　

荒
船
山
神
社
総
代
会
長�

春
日　

利
夫

　
　

上
小　
　

上
田
招
魂
社
総
代
会
長�

池
内　

宜
訓

　
　

上
伊
那　

伊
那
東
大
社
大
総
代�

久
保
田
吉
成

　
　

下
伊
那　

和
世
田
社
責
任
役
員�

藤
本　

典
治

　
　

松
塩
筑　

深
志
神
社
総
代
会
長�

飯
島　

和
彦

　
　

大
北　
　

仁
科
神
社
責
任
役
員�

松
澤　
　

啓

　
　

更
級　
　

二
柳
神
社
元
総
代�

山
本
元
一
郎

　
　

長
野　
　

八
櫛
神
社
元
総
代�

北
澤　
　

茂

　
　

茅
野
市　

諏
訪
大
社
大
総
代�

伊
藤　

広
人

　
　

上
伊
那　

大
宮
五
十
鈴
神
社
宮
司�

白
鳥　

俊
明

　
　

上
伊
那　

若
宮
諏
訪
神
社
宮
司�

松
村　

健
悟

　
　

上
伊
那　

諏
訪
神
社
顧
問�

小
松　

俊
夫

　
　

飯
伊　
　

大
平
神
社
宮
司�

熊
谷　

睦
男

　
　

飯
伊　
　

吉
田
神
社
宮
司�

平
澤　

靖
史

　
　

下
伊
那　

和
世
田
社
役
員�

藤
本　

典
治

　
　

飯
田
市　

元
山
白
山
社
役
員�

宮
下
大
三
郎

　
　

木
曽　
　

御
嶽
神
社
宮
司�

武
居　

哲
也

　
　

木
曽　
　

水
無
神
社
役
員�

佐
野　

恭
彰

　
　

松
塩
筑　

四
柱
神
社
宮
司�

宮
坂　

信
葊

　
　

松
塩
筑　

建
部
社
宮
司�

林　
　

邦
匤

　
　

南
安
曇　

穗
髙
神
社
宮
司�
穗
髙　

光
雄

　
　

南
安
曇　

有
明
山
神
社
宮
司�
山
崎　

佳
宏

　
　

南
安
曇　

穗
髙
神
社
総
代�

松
澤　
　

求

　
　

大
北　
　

若
一
王
子
神
社
宮
司�

竹
内　

直
彦

　
　

大
北　
　

若
一
王
子
神
社
祢
宜�

傘
木　

則
興

　
　

大
北　
　

若
一
王
子
神
社
役
員�

山
本　

勝
洋

　
　

更
級　
　

八
幡
社
宮
司�

五
明　

貴
寿

　
　

更
級　
　

治
田
神
社
総
代
長�

髙
村　

征
弘

　
　

更
埴　
　

坂
城
神
社
宮
司�

片
岡　

一
仁

　
　

更
埴　
　

須
須
岐
水
神
社
役
員�

保
木
野
幸
雄

　
　

上
高
井　

鴈
田
水
穂
神
社
宮
司�

湯
本　

正
通

　
　

須
高　
　

墨
坂
神
社
大
総
代�

関
野　

友
憲

　
　

下
高
井　

王
日
神
社
宮
司�

傳
田　

幹
彦

　
　

下
高
井　

天
川
神
社
宮
司�

　

前
澤
三
喜
夫

　
　

中
高　
　

天
川
神
社
顧
問�

西
山
平
四
郎

　
　

上
水
内　

宇
賀
神
社
宮
司�

宮
川　

滋
彦

　
　

上
水
内　

中
牧
神
社
総
代
長�

細
尾　

恭
広

　
　

飯
水　
　

犬
飼
神
社
宮
司�

石
川　
　

彰

　
　

飯
水　
　

小
菅
神
社
宮
司�

鷲
尾　

隆
男

　
　

長
野　
　

湯
福
神
社
宮
司�

齋
藤　

安
彦
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①
神
社
を
取
り
巻
く
社
会
状
況

　

我
が
国
を
は
じ
め
全
世
界
の
社
会
活
動
に

重
大
な
禍
い
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
災
禍
は
、
皆
様
も

御
承
知
の
通
り
各
地
域
の
神
社
に
も
大
き
く

及
ん
で
お
り
ま
す
。

　

神
社
を
取
り
巻
く
社
会
状
況
は
、
こ
の
感

染
症
に
よ
る
影
響
の
他
に
も
様
々
な
理
由
で

年
を
経
る
ご
と
に
厳
し
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

長
野
県
は
平
成
十
三
年
よ
り
人
口
減
少
が

始
ま
り
、
現
在
凡
そ
二
〇
二
万
人
の
県
民
で

県
内
神
社
約
二
四
〇
〇
社
を
お
護
り
頂
い
て

お
り
ま
す
が
、
中
山
間
地
で
は
年
々
過
疎
化

や
高
齢
化
が
加
速
し
、
神
社
活
動
の
最
も
基

本
と
な
る
地
域
の
氏
子
住
民
の
減
少
に
、
こ

の
度
の
コ
ロ
ナ
禍
も
加
わ
り
、
こ
れ
ま
で
の

活
動
が
維
持
で
き
ず
、
已
む
無
く
先
人
よ
り

伝
承
さ
れ
て
き
た
神
事
を
断
絶
す
る
と
い
う

苦
渋
の
決
断
を
さ
れ
る
神
社
も
年
々
増
加
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
信
仰
や
神
社
に
対
す
る
考
え
方
も
個

人
の
自
由
を
名
目
に
多
種
多
様
と
な
っ
て
お

り
、
こ
れ
ま
で
通
り
神
社
協
賛
金
等
の
協
力

コ
ロ
ナ
後
の
神
社
活
動
に
つ
い
て

コ
ロ
ナ
後
の
神
社
活
動
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
全
世

界
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
多
大
な
災
禍
を
与

え
ま
し
た
。

　
先
人
達
か
ら
託
さ
れ
た
神
社
を
、
こ
の

度
の
禍
い
か
ら
如
何
に
お
守
り
し
、
未
来

に
伝
え
て
ゆ
く
べ
き
か
、
コ
ロ
ナ
後
の
神

社
活
動
な
ど
宇
治
橋
庁
長
に
お
話
を
お
伺

い
し
ま
し
た
。
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を
募
る
こ
と
に
難
色
を
示
し
た
り
、
或
い
は

拒
絶
し
、
こ
れ
ま
で
の
神
社
と
の
関
係
を
断

ち
切
る
対
応
を
と
ら
れ
る
氏
子
の
方
々
も
増

え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
大
変
な
社
会
の
中
で
私
達
、

神
職
や
氏
子
の
皆
様
は
先
人
達
よ
り
託
さ
れ

数
百
年
に
及
び
積
み
重
ね
ら
れ
た
祈
り
に
ど

の
よ
う
に
お
応
え
す
る
か
、
常
に
自
問
自
答

を
繰
り
返
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

 

②
な
ぜ
コ
ロ
ナ
禍
で
も

 

神
事
を
継
続
す
る
の
か

　

我
が
国
を
は
じ
め
世
界
の
歴
史
上
、
共
同

体
の
安
定
や
発
展
を
願
う
「
公
の
祈
り
」
を

表
し
て
こ
な
か
っ
た
国
や
民
族
は
無
か
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

自
身
が
属
す
る
家
族
を
始
め
地
域
や
国
家

な
ど
共
同
体
に
禍
い
が
無
く
、
今
日
よ
り
も

豊
か
で
幸
福
で
あ
り
た
い
と
い
う
祈
り
は
、

表
す
か
た
ち
や
方
法
は
様
々
で
あ
っ
て
も
人

類
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

特
に
疫
病
や
自
然
災
害
等
の
非
常
時
で

は
、
よ
り
強
く
社
会
の
安
定
を
願
う
「
公
の

祈
り
」
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
昨
今
は
疫
病

退
散
に
霊
験
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
「
ア
マ
ビ

エ
」
な
ど
の
霊
獣
に
関
心
が
集
ま
る
等
も
そ

の
一
環
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

我
が
国
で
は
、
御
神
前
に
お
け
る
神
事
こ

そ
共
同
体
の
「
公
の
祈
り
」
を
捧
げ
る
最
高

の
か
た
ち
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
歴
代
の
天

皇
さ
ま
が
国
家
を
挙
げ
て
一
度
も
断
絶
す
る

事
な
く
、
様
々
な
疫
病
や
災
害
や
戦
乱
の
中

で
あ
っ
て
も
一
貫
し
て
斎
行
さ
れ
、
今
日
ま

で
継
承
さ
れ
て
来
て
い
ま
す
。

　

昨
今
の
多
様
な
価
値
観
の
中
で
は
、
先
人

の
ご
苦
労
に
よ
り
整
え
ら
れ
た
か
た
ち
で
の

神
事
が
難
し
い
神
社
も
多
く
あ
る
と
存
じ
ま

す
が
、
せ
め
て
私
達
、
神
職
と
氏
子
総
代
の

皆
様
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史

や
先
人
達
の
祈
り
を
踏
ま
え
確
実
に
未
来
に

伝
え
て
ゆ
く
べ
く
御
神
前
に
「
公
の
祈
り
」

を
捧
げ
て
頂
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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③
神
社
が
未
来
に
伝
え
て
ゆ
く
も
の

　

神
社
神
道
に
は
神
々
や
祖
先
の
御
事
跡
を

記
し
た
神
典
は
あ
り
ま
す
が
、
教
義
を
記
し

た
教
典
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
達
の
御
先
祖
が
残
さ
れ
た
生
き
方
や
考

え
方
な
ど
日
常
生
活
の
中
に
、
他
宗
教
の
教

義
に
あ
た
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

　

海
外
の
報
道
等
で
日
本
人
の
マ
ナ
ー
を
称

賛
す
る
内
容
を
御
覧
に
な
る
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
。
非
常
時
で
も
お
互
い
に
尊
敬
し
尊

重
し
あ
え
る
社
会
が
今
日
ま
で
維
持
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

当
然
、
時
代
に
即
し
て
改
め
る
べ
き
こ
と

も
多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
先
人
達
の
考

え
方
や
行
い
の
一
切
を
否
定
す
る
と
い
う
考

え
の
方
は
あ
ま
り
多
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
先
も
極
み
な
く
永
続
発
展
し
て
ゆ
く

日
本
を
信
じ
て
先
人
達
は
何
を
改
め
、
何
を

残
す
べ
き
か
懸
命
に
考
え
決
断
を
繰
り
返
し

継
承
さ
れ
て
き
た
姿
が
、
今
日
の
日
本
で
あ

り
神
社
で
あ
り
神
事
で
あ
り
ま
す
。

　

今
を
生
き
る
私
達
も
何
を
未
来
に
伝
え
て

ゆ
く
か
考
え
続
け
る
場
と
し
て
、
神
社
や
神

事
は
継
承
す
る
責
務
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

明
治
天
皇
は
「
よ
き
を
と
り　

あ
し
き
を

す
て
て　

外
国
に　

お
と
ら
ぬ
国
と　

な
す

よ
し
も
が
な
」
と
詠
ま
れ
ま
し
た
。

　

平
素
よ
り
何
を
残
し
て
何
を
改
め
る
べ
き

か
、
一
心
に
想
う
心
こ
そ
未
来
に
伝
え
て
ゆ

く
べ
き
神
明
に
通
じ
る
「
ま
こ
と
」
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
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④
コ
ロ
ナ
後
の
社
会
で
神
職
に
望
む
こ
と

　

私
達
、
神
社
関
係
者
が
一
堂
に
会
す
る
会

議
や
大
会
の
冒
頭
で
必
ず
唱
和
す
る
「
敬
神

生
活
の
綱
領
」
に
記
さ
れ
る
内
容
こ
そ
が
、

神
職
が
向
か
う
べ
き
と
こ
ろ
で
す
。

　

県
内
神
職
の
多
く
は
奉
仕
す
る
神
社
だ
け

で
は
残
念
な
が
ら
生
活
す
る
事
が
叶
わ
ず
、

日
常
は
他
の
職
業
に
て
重
い
責
務
を
果
た
さ

れ
、
懸
命
に
神
明
奉
仕
に
励
ま
れ
る
お
姿
に

は
心
よ
り
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　

こ
の
度
の
コ
ロ
ナ
禍
に
て
皆
様
が
奉
仕
さ

れ
る
神
社
に
お
か
れ
て
も
、
非
常
に
深
刻
な

影
響
が
あ
る
事
と
拝
察
致
し
ま
す
。

　

必
ず
訪
れ
る
コ
ロ
ナ
後
の
社
会
に
お
い
て
現

状
が
好
転
す
る
こ
と
を
御
祭
神
に
一
心
に
祈

念
す
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
が
、現
実
は
中
々

厳
し
く
、
神
社
が
置
か
れ
る
社
会
状
況
は
決

し
て
楽
観
出
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

県
内
人
口
も
毎
年
一
万
人
前
後
減
少
し
続

け
て
お
り
二
～
三
年
内
に
は
遂
に
二
〇
〇
万
人

を
下
回
り
、
少
子
高
齢
化
に
よ
り
更
に
毎
年

の
減
少
幅
も
大
き
く
な
る
も
の
と
予
測
さ
れ

ま
す
。
加
え
て
多
種
多
様
な
価
値
観
が
認
め

ら
れ
る
現
代
社
会
で
先
人
よ
り
託
さ
れ
た
神

社
の
現
状
維
持
で
さ
え
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
の

艱
難
辛
苦
で
あ
る
こ
と
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

神
社
は
宮
司
一
人
の
所
有
物
で
な
く
独
断

専
行
の
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
深
く
御
承
知
の

通
り
で
す
。

　

し
か
し
、
最
終
的
な
決
断
と
責
任
は
宗
教

法
人
法
上
に
お
い
て
も
代
表
役
員
た
る
宮
司

に
あ
り
、
祭
典
執
行
の
他
に
も
法
人
運
営
な

ど
種
々
重
い
責
任
が
課
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

願
わ
く
ば
今
一
度
、
階
位
を
取
得
し
神
明

奉
仕
へ
の
御
決
意
を
さ
れ
た
当
時
を
思
い
起

こ
し
て
頂
く
と
共
に
「
敬
神
生
活
の
綱
領
」

及
び
「
神
社
本
庁
憲
章
」
を
御
覧
頂
き
社
会

の
師
表
た
る
べ
き
を
心
掛
け
て
自
己
研
鑽
に

御
精
励
頂
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
研
鑽
に
励
む
姿
こ
そ
が
神
職
階
位
に

冠
す
る
「
浄
明
正
直
」
に
通
じ
、
言
挙
げ
す

る
こ
と
が
難
し
い
「
至
誠
」
で
あ
り
、
必
ず

神
明
の
御
加
護
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
確
信
し

て
お
り
ま
す
。
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⑤
氏
子
・
総
代
の
皆
様
へ

　

皆
様
の
地
域
に
於
か
れ
ま
し
て
も
、
こ
の

度
の
コ
ロ
ナ
禍
に
て
神
社
の
み
な
ら
ず
非
常

に
深
刻
な
影
響
が
あ
る
こ
と
と
拝
察
申
し
上

げ
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
も
陰
に
陽
に
神
社
の
護

持
運
営
に
お
力
添
え
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す

こ
と
、
県
内
神
職
を
代
表
し
ま
し
て
心
よ
り

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

長
野
県
内
四
一
五
名
を
含
む
約
二
一
、五�

〇
〇
名
に
及
ぶ
全
国
の
全
て
の
神
職
は
、
神

職
資
格
を
取
得
す
る
時
よ
り
、
神
明
奉
仕
へ

の
固
い
決
意
を
抱
き
平
素
よ
り
自
己
研
鑽
に

努
め
、
県
内
約
二
、四
〇
〇
社
を
含
む
全
国

の
包
括
神
社
約
七
八
、五
〇
〇
社
を
お
護
り

す
べ
く
、常
に
明
き
清
き
「
ま
こ
と
」
を
も
っ

て
神
明
奉
仕
の
た
め
に
励
ん
で
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
乍
ら
、
前
段
の
通
り
県
内
は
も
と

よ
り
全
国
の
多
く
の
神
職
は
神
明
奉
仕
の
み

で
は
生
活
す
る
こ
と
が
叶
わ
ず
已
む
無
く
兼

業
を
す
る
形
で
あ
り
ま
す
が
、
神
明
奉
仕
に

対
す
る
固
い
決
意
は
何
ら
揺
ら
ぐ
こ
と
な

く
、
全
国
各
地
の
神
宮
や
大
社
と
称
さ
れ
る

大
き
な
神
社
の
神
職
と
一
切
変
わ
ら
ぬ
心
意

気
で
奉
仕
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
申
し
上
げ
ま
し
た
通
り
、
先
人

達
が
常
に
見
直
し
聞
き
直
し
続
け
磨
き
上
げ

ら
れ
て
き
た
も
の
こ
そ
が
、
今
日
ま
で
継
承

さ
れ
て
き
た
神
社
で
の
神
事
で
あ
り
、
決
し

て
神
職
や
一
部
の
専
門
家
の
み
で
護
持
で
き

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

神
職
と
氏
子
の
皆
様
が
共
に
祈
る
こ
と
で

初
め
て
神
明
に
通
じ
る
「
公
の
祈
り
」
と
な

り
ま
す
。

　

神
社
の
運
営
に
対
し
既
に
多
大
な
お
力
添

え
を
頂
い
て
お
り
ま
す
中
で
の
お
願
い
に
て

誠
に
心
苦
し
い
限
り
で
あ
り
ま
す
が
、
神
職

は
や
は
り
神
社
に
居
て
こ
そ
、
そ
の
責
務
を

存
分
に
果
た
せ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

何
卒
、
神
職
が
よ
り
神
明
奉
仕
に
励
む
事

が
で
き
る
環
境
づ
く
り
に
引
き
続
き
御
理
解

と
一
層
の
御
協
力
を
頂
戴
致
し
た
く
、
県
内

神
社
関
係
者
を
代
表
致
し
ま
し
て
、
皆
様
に

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

宇治橋　淳（うじはし　じゅん）
昭和19年生まれ　皇學館大学卒業後
大和国一之宮大神神社での奉仕の後、
累代奉仕の三嶽神社を経て
信濃国二之宮小野神社宮司に就任し現在に至る。
松塩筑支部長・副庁長など多くの要職を務め、
平成28年より長野県神社庁長に就任し現在2期目。
神明奉仕と共に調停委員としても長年に亘り尽力し
その功績により平成26年に瑞宝双光章を受章。
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コ
ロ
ナ
禍
に
於
い
て
、
県
下
御
社
頭
に
お
か

れ
ま
し
て
も
祭
事
の
神
賑
行
事
の
縮
小
や
中

止
に
な
る
中
、
当
委
員
会
活
動
で
あ
る
研
修

会
（
雅
楽
、
浦
安
の
舞
、
祭
祀
舞
、
祭
式
指

導
者
研
究
会
）
の
開
催
が
、
本
年
度
も
中
止

を
せ
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
例

年
、
多
く
の
方
が
参
加
を
さ
れ
研
鑽
を
重
ね

て
い
ま
し
た
の
で
非
常
に
残
念
に
思
い
ま
す

が
、
ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
神
様
を
よ
り
一
層

身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
ポ
ス
タ
ー
の
作

成
を
進
め
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
暮
ら
し
が

御
神
徳
に
よ
り
守
ら
れ
、
導
い
て
い
た
だ
い

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
感
謝
の
誠
を
捧
げ

て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

参
拝
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
思
い
」
を
大
神

様
に
祈
り
ま
す
が
、
先
ず
は
日
々
の
御
加
護

に
「
感
謝
」
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う

思
い
で
す
。
こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が

終
息
の
暁
に
は
、
清
々
し
く
御
神
前
に
お
参

り
を
い
た
だ
き
、
賑
々
し
く
祭
事
が
斎
行
さ

れ
る
こ
と
の
一
助
と
な
る
も
の
に
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
の
委
員
会
活
動
と
い
う
前
例

の
無
い
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
お
り
ま
し
た

が
、
令
和
三
年
度
は
委
員
各
位
の
協
力
の
お

か
げ
に
て
「
教
養
研
修
会
」
を
二
回
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

第
一
回
目
は
、
令
和
三
年
十
一
月
二
日
に

神
社
庁
に
て
神
社
本
庁
本
宗
奉
賛
部
長
湯
澤

豊
先
生
及
び
県
神
社
庁
神
宮
大
麻
暦
頒
布
委

員
長
傳
田
幹
彦
先
生
よ
り
、
神
宮
大
麻
頒
布

を
始
め
と
す
る
本
宗
奉
賛
に
関
す
る
研
修
会

を
行
い
ま
し
た
。

　

令
和
四
年
は
神
宮
大
麻
全
国
頒
布
一
五
〇

周
年
を
迎
え
、
神
宮
神
徳
宣
揚
を
一
層
進
め
る

為
に
は
、
先
ず
は
頒
布
従
事
者
で
あ
る
我
々

自
身
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

自
覚
を
促
す
目
的
に
て
開
催
し
ま
し
た
。

　

第
二
回
目
は
、
十
一
月
二
十
九
日
に
長
野

市
赤
沼
鎮
座
の
大
田
神
社
を
会
場
に
「
神
社

に
対
す
る
災
害
復
興
支
援
活
動
」
と
題
し
実

施
し
ま
し
た
。

　

御
自
身
も
被
災
さ
れ
た
同
神
社
の
太
田
秀

系
宮
司
及
び
太
田
秀
史
祢
宜
よ
り
の
御
講
演

の
後
、
長
野
県
神
道
青
年
会
よ
り
同
会
に
て

実
施
し
た
復
興
支
援
活
動
の
報
告
を
頂
く
と

共
に
被
災
神
社
へ
の
支
援
に
関
す
る
意
見
交

祭
祀
委
員
会
活
動
報
告

�

委
員
長
　
宇
治
橋
邦
彦

教
化
委
員
会
活
動
報
告

�

委
員
長
　
羽
田
浩
一

各
委
員
会
事
業
報
告
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情
報
の
更
新
と

御
朱
印
を
切
り

口
と
し
た
教
化

活
動
の
実
施
を

目
的
と
し
て
企

画
し
ま
し
た
。

県
連
合
大
会
々

場
で
プ
レ
展
示

を
行
い
、
十
二

月
二
日
か
ら
一

週
間
に
亘
り
神

社
庁
講
堂
に
お

い
て
全
一
〇
七

社
の
展
示
を
行

い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
任
期
二
年
目
の
活
動
は
止

め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
最
終
年
度
に

入
り
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
使
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
委
員

会
と
い
う
形
で
活
動
を
再
開
し
ま
し
た
。
終

盤
は
か
な
り
の
駆
け
足
で
の
活
動
と
な
り
ま

し
た
が
、
無
事
任
期
を
終
え
る
こ
と
が
で
き

そ
う
で
す
。
委
員
の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
、
活
動

に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
、
こ
の
場

を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

換
会
を
行
う
と
共
に
実
際
に
浸
水
被
害
を
受

け
た
「
伊
勢
社
」「
八
幡
神
社
」「
守
田
神
社
」

を
巡
拝
し
、
近
年
頻
発
す
る
自
然
災
害
に
対

す
る
危
機
管
理
を
促
す
目
的
に
て
開
催
し
ま

し
た
。

　

年
度
当
初
は
リ
モ
ー
ト
形
式
で
の
研
修
会

を
計
画
し
て
い
ま
し
た
が
、
夏
以
降
の
感
染

者
減
と
い
う
状
況
も
あ
り
、
感
染
対
策
に
は

十
分
留
意
し
た
上
で
従
来
通
り
の
開
催
が
で

き
ま
し
た
。

　

今
期
は
幟
旗
調
査
の
取
り
纏
め
と
御
朱
印

展
の
開
催
の
二
つ
の
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　

幟
旗
調
査
は
平
成
二
十
六
年
に
実
施
さ
れ

た
調
査
で
、
そ
の
結
果
の
取
り
纏
め
を
引
き

継
ぎ
ま
し
た
。
調
査
項
目
を
デ
ー
タ
化
し
、

幟
の
画
像
は
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
保
存

し
ま
し
た
。
約
九
百
件
に
上
る
調
査
票
の
扱

い
に
苦
慮
し
た
面
も
あ
り
ま
す
が
、
記
録
と

し
て
残
す
こ
と
の
意
義
と
重
要
性
を
感
じ
ま

し
た
。
来
年
度
の
神
州
発
行
に
合
わ
せ
て
調

査
内
容
の
ま
と
め
を
お
示
し
す
る
予
定
で
す
。

　

御
朱
印
展
は
前
期
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た

神
社
庁
Ｈ
Ｐ
の
「
御
朱
印
め
ぐ
り
」
を
受
け
、

調
査
委
員
会
活
動
報
告

�

委
員
長
　
若
槻
徹
也

神　　　　　州 （134号）令和４年１月１日（14）



　

当
委
員
会
で
は
中
学
・
高
校
・
大
学
生
対

象
の
靖
國
神
社
参
拝
旅
行
と
、
小
中
学
生
対

象
の
子
供
参
宮
団
を
二
大
事
業
と
し
て
実
施

し
て
お
り
ま
す
。

　

今
期
の
開
催
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
令
和
元
年
の

第
十
九
回
靖
國
神
社
参
拝
旅
行
の
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

思
う
よ
う
に
事
業
が
実
施
で
き
な
い
中
、

子
供
参
宮
団
、
靖
國
神
社
参
拝
旅
行
再
開
に

向
け
て
、
下
準
備
を
進
め
つ
つ
、
出
来
る
こ

と
を
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
方
針
の
も
と
、

青
少
年
対
策
推
進
委
員
の
地
道
な
努
力
に
よ

り
、
栞
の
デ
ザ
イ
ン
・
内
容
の
更
新
・
リ
モ
ー

ト
会
議
、
作
文
集
の
作
成
作
業
等
を
進
め
ま

し
た
。

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況
に
は
、
ま

だ
ま
だ
注
視
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、

春
の
伊
勢
の
神
宮
へ
の
第
二
十
五
回
子
供
参

宮
団
は
規
模
縮
小
に
よ
り
開
催
予
定
で
す
。

　

神
宮
大
麻
暦
頒
布
に
つ
い
て
は
毎
年
、
皆

様
の
お
か
げ
に
て
欠
か
す
事
な
く
県
内
氏
子

崇
敬
者
に
届
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
、
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

現
在
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
を
始
め
、
昨
今
は
頒
布
に
対
す
る
障
害

も
大
き
く
な
る
一
方
で
あ
り
、
厳
し
い
状
況

が
続
い
て
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
今
後

も
引
き
続
き
神
宮
の
神
徳
宣
揚
の
た
め
大
麻

暦
頒
布
に
つ
い
て
御
理
解
と
御
協
力
を
お
願

い
致
し
ま
す
。

　

長
野
県
の
人
口
は
平
成
十
三
年
以
降
減
少

が
続
い
て
お
り
ま
す
が
、
世
帯
数
に
つ
い
て

は
増
加
す
る
と
い
う
相
反
す
る
状
況
で
あ

り
、
世
帯
構
成
が
家
族
世
帯
か
ら
単
身
世
帯

の
増
加
と
い
う
変
化
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
の
重
心
が
家
族
よ
り
個

人
に
移
る
現
代
社
会
で
如
何
に
神
宮
大
麻
を

頒
布
す
る
か
、
全
国
の
神
社
関
係
者
に
共
通

す
る
課
題
で
あ
り
ま
す
。

　

当
委
員
会
で
も
前
期
委
員
会
よ
り
継
続
し

青
少
年
対
策
推
進
委
員
会
の
活
動
報
告

�

委
員
長
　
下
原
伸
一

神
宮
大
麻
暦
頒
布
委
員
会

�

委
員
長
　
傳
田
幹
彦
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て
、
社
会
状
況
の
変
化
に
対
応
す
る
べ
く
、

社
頭
頒
布
の
促
進
に
重
点
を
置
い
た
施
策
を

進
め
て
お
り
ま
す
。

　

単
身
世
帯
や
転
居
者
な
ど
の
新
規
住
民
の

皆
様
に
は
、
先
ず
は
地
域
の
氏
神
神
社
に
お

参
り
頂
き
、
神
社
や
そ
れ
を
支
え
る
地
域
社

会
と
の
繋
が
り
を
つ
く
る
、
き
っ
か
け
の
場

と
し
て
社
頭
授
与
所
の
設
置
を
お
願
い
し
て

お
り
ま
す
。

　

信
仰
に
関
し
て
様
々
な
考
え
方
が
認
め
ら

れ
る
現
代
社
会
の
中
で
、
如
何
に
神
社
に
お

越
し
頂
く
か
、
一
心
に
考
え
実
践
す
る
事
こ

そ
が
私
達
神
社
関
係
者
が
果
た
す
べ
き
大
切

な
責
務
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
必
ず
御
祭
神
の

御
加
護
が
頂
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

令
和
四
年
は
神
宮
大
麻
全
国
頒
布
一
五
〇

周
年
を
迎
え
ま
す
。
ご
先
祖
た
ち
も
そ
の
時

代
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
悩
を
乗
り
越
え
て
今
日
ま

で
大
麻
頒
布
を
継
続
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

頒
布
従
事
者
で
あ
る
我
々
も
、
自
身
の
足

元
を
見
直
し
て
参
ら
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
八
年
に
庁
舎
氏
子
会
館
の
建
設

を
発
議
し
て
よ
り
六
年
が
経
過
し
ま
し
た
。�

　

現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
で
大
変
厳
し
い
経
済
状

況
の
中
で
も
、
ほ
ぼ
全
て
の
神
職
並
び
に
神

社
の
皆
様
よ
り
建
設
資
金
の
依
頼
に
お
応
え

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
、
大
変
あ
り
が

た
く
、
衷
心
よ
り
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

現
在
の
事
業
進
捗
状
況
と
し
ま
し
て
は
、

当
初
の
計
画
に
も
と
づ
き
基
本
設
計
が
固
ま

り
、
現
在
は
実
施
設
計
の
協
議
を
建
設
委
員

会
に
て
進
め
て
お
り
ま
す
。

　

新
庁
舎
氏
子
会
館
は
、
県
内
神
社
関
係
者

の
活
動
の
拠
点
と
な
る
建
物
で
す
。
時
代
に

即
し
つ
つ
、
先
人
か
ら
託
さ
れ
た
も
の
は
確

実
に
後
世
に
継
承
す
べ
く
各
地
区
か
ら
選
任

さ
れ
た
委
員
と
共
に
慎
重
に
検
討
を
続
け
て

お
り
ま
す
。

　

令
和
四
年
度
か
ら
は
、
い
よ
い
よ
具
体
的

な
工
事
が
起
工
さ
れ
、
令
和
六
年
の
夏
に
完

工
す
る
計
画
で
す
。

　

現
庁
舎
氏
子
会
館
の
六
十
有
余
に
亘
る
役

目
に
感
謝
し
つ
つ
、
今
後
も
皆
様
各
位
の
御

協
力
と
御
協
賛
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

庁
舎
氏
子
会
館
建
設
委
員
会

�

委
員
長
　
宇
治
橋
　
淳

令和２年度作成
社頭頒布推進啓発のぼり旗
（縦150㎝×横45㎝）
神社庁に若干数在庫があります
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令
和
三
年
十
月
七
日
、
神
社
庁
神
殿
に
於

い
て
神
宮
大
麻
頒
布
始
奉
告
祭
を
斎
行
。
左

記
の
頒
布
優
秀
支
部
及
び
優
良
頒
布
奉
仕
者

に
対
す
る
表
彰
が
行
わ
れ
た
。�

（
敬
称
略
）

◎
神
宮
大
宮
司
表
彰

　
特
別
優
良
奉
仕
者
表
彰
（
一
名
）

　
　

長
野
支
部　
　

熊
野
出
速
雄
神
社
宮
司

�

武
　

美
登

　
神
宮
大
宮
司
表
彰
　
支
部
表
彰
（
一
支
部
）

　
　

上
水
内
支
部

　
神
宮
大
宮
司
表
彰
　
頒
布
奉
仕
者
表
彰
（
七
名
）

　
　

上
小
支
部　
　

諏
訪
泉
神
社
宮
司�

水
科　
　

稔

　
　

上
伊
那
支
部　

大
宮
五
十
鈴
神
社
宮
司

�

白
鳥　

俊
明

　
　

大
北
支
部　
　

有
明
山
社
祢
宜�

湯
口　
　

篤

　
　

更
級
支
部　
　

川
合
神
社
宮
司�

宮
澤　

和
彦

　
　

上
水
内
支
部　

戸
隠
神
社
祢
宜�

楠
川　

裕
一

　
　

飯
水
支
部　
　

犬
飼
神
社
宮
司�

石
川　
　

彰

　
　

飯
水
支
会　
　

加
保
戸
神
社
役
員�

宮
澤　

邦
彦

　
神
社
庁
長
表
彰
　
頒
布
奉
仕
者
表
彰
（
三
名
）

　
　

上
小
支
部　
　

諏
訪
神
社
祢
宜�

立
岩　

千
尋

　
　

大
北
支
部　
　

宇
佐
八
幡
宮
権
祢
宜

�

丸
山　

貴
久

　
　

更
埴
支
部　
　

坂
城
神
社
宮
司�

片
岡　

一
仁

神
宮
大
麻
頒
布
始
奉
告
祭
斎
行

　

令
和
元
年
十
月
十
二
日
に
列
島
を
縦
断
し

た
台
風
十
九
号
は
、
県
内
神
社
に
も
甚
大
な

被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

被
災
よ
り
二
年
が
経
過
し
た
地
域
の
現
況

は
、
自
宅
の
復
旧
が
完
了
し
た
住
民
の
皆
様

は
戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
転
居
先

に
て
新
た
な
生
活
を
始
め
る
決
断
を
さ
れ
る

方
も
多
く
、
地
域
の
人
口
減
少
と
い
う
大
き

な
流
れ
の
中
で
の
復
興
は
中
々
厳
し
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
戻
ら
れ
た
住
民
や
、
全
国
各
地

か
ら
お
越
し
頂
い
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々

の
励
ま
し
も
あ
り
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま

す
が
神
社
復
興
に
前
向
き
な
機
運
が
高
ま
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

千
曲
川
堤
防
が
決
壊
し
た
長
野
市
穂
保
地

区
で
は
、
川
に
隣
接
す
る
神
社
に
お
い
て
社

殿
工
作
物
の
一
切
が
流
失
す
る
と
い
う
極
め

て
重
大
な
被
害
が
あ
り
ま
し
た
が
、
県
内
の

神
社
よ
り
古
い
御
社
殿
を
お
譲
り
頂
き
、
お

ま
つ
り
も
再
開
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

ま
だ
ま
だ
長
い
道
の
り
で
は
あ
り
ま
す

が
、
氏
子
の
皆
様
と
共
に
一
歩
ず
つ
前
進
し

て
参
り
た
く
存
じ
ま
す
。

  

令
和
元
年

  

台
風
十
九
号
に
よ
る
被
災
神
社
の
現
況

新
た
な
社
殿
と
な
っ
た「
守
田
神
社
」（
長
野
市
穂
保
）

社
殿
後
方
の
体
育
館
に
は
当
時
の
被
害
状
況
が
残
さ
れ
て
い
る
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令
和
三
年
七
月
〜

神
社
本
庁
統
理
感
謝
状
　
三
百
万
円
以
上
寄
附

支
部
名

神
社
名

鎮
座
地

氏　

名

長
野
支
部
諏
訪
神
社
長
野
市
八
木
賢
十
郎

長
野
県
神
社
庁
長
感
謝
状
　
三
十
五
万
円
以
上
寄
附

支
部
名

神
社
名

鎮
座
地

氏　

名

上
伊
那
支
部
箕
輪
南
宮
神
社
箕
輪
町
有
限
会
社　

大
阪
屋　

取
締
役　

道
端
孝
次

飯
水
支
部
稲
荷
神
社
飯
山
市
株
式
会
社　

太
洋　

顧
問　

菊
池
定
義

寄
附
者
顕
彰	

令
和
三
年
七
月
～

昇
級
・
神
職
身
分
二
級

諏
訪
神
社

宮
司

金
井　

重
恭

九・十
五

北
佐
久

御
穂
須
々
美
神
社

宮
司

甲
田　

圭
吾

九・十
五

上
小

御
射
山
三
社

祢
宜

唐
沢　

光
忠

九・十
五

上
伊
那

天
川
神
社

宮
司

前
澤
三
喜
夫

九・十
五

下
高
井

小
内
八
幡
神
社

宮
司

片
山　
　

求

九・十
五

下
高
井

戸
隠
神
社

権
祢
宜

福
岡　

明
彦

九・十
五

上
水
内

戸
隠
神
社

権
祢
宜

武
田　

博
亮

九・十
五

上
水
内

任
命

伊
勢
社

兼　

宮
司
金
田　

伸
由

七･

十
五

飯
伊

野
々
宮
社

兼　

祢
宜
中
村　

真
岳

七・十
五

松
塩
筑

諏
訪
社

兼　

祢
宜
中
村　

真
岳

七・十
五

松
塩
筑

縣
宮
社

兼　

祢
宜
中
村　

真
岳

七・十
五

松
塩
筑

諏
訪
護
國
神
社

兼　

祢
宜
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位
・
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分

氏
名
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支
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名

熊
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宮
司

浄
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・
一
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司
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長
野
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神
社
庁
副
庁
長
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熊
野
出
速
雄
神
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宮
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美
登
氏
は
令
和
三
年
十
月
十
九
日

に
帰
幽
さ
れ
ま
し
た
。（
享
年
六
十
七
歳
）

　

武

宮
司
は
、
累
代
奉
仕
の
熊
野
出
速
雄

神
社
を
始
め
諏
訪
大
社
・
四
柱
神
社
・
兵
庫

県
鎮
座
の
湊
川
神
社
で
の
奉
仕
を
経
て
昭
和

六
十
二
年
に
長
野
県
神
社
庁
に
入
庁
、
主
事

を
経
て
参
事
を
務
め
、
平
成
十
四
年
に
は
生

島
足
島
神
社
宮
司
に
転
任
さ
れ
、
同
二
十
五

年
よ
り
神
社
庁
理
事
、
二
十
八
年
よ
り
副
庁

長
並
び
に
教
化
部
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

県
内
神
職
の
中
で
も
最
も
神
社
実
務
に
精

通
す
る
神
職
の
一
人
と
し
て
、
常
に
庁
務
推

進
に
適
切
な
助
言
を
し
て
下
さ
っ
た
在
り
し

日
の
お
姿
を
偲
び
、
謹
ん
で
御
霊
の
安
ら
か

な
る
こ
と
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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令和２年度長野県神社庁災害救助慰藉特別会計歳入歳出決算書

令和２年度長野県神社庁歳入歳出決算書
歳入の部� （単位：円）
款 科　　目 決算額 予算額 比較増減△ 附記説明
1 幣 帛 幣 饌 料 740,200 740,000 200 神社本庁より
2 交 付 金 120,218,000 120,228,000 △10,000 本庁交付金
3 負 担 金 33,565,000 33,980,000 △415,000 支部負担金、神社負担金、神職負担金、特別寄贈金
4 協 賛 金 3,822,000 6,000,000 △2,178,000 特別協賛金、寄付金
5 財 産 収 入 265,175 500,000 △234,825 財産利子配当金
6 補 助 金 120,000 120,000 0 神社本庁より参事給与補助金
7 各 種 証 明 料 4,433,300 2,920,000 1,513,300 神職任命・登録料、承認料、各種手数料・証明料、階位授与交付金
8 諸 収 入 3,298,757 2,500,000 798,757 賽物収入、雑収入
9 管 理 費 収 入 600,000 600,000 0 庁舎管理費収入、関係団体管理費収入
10 過 年 度 収 入 516,000 200,000 316,000
11 繰 入 金 0 0 0
12 繰 越 金 21,441,167 14,212,000 7,229,167

合　　計 189,019,599 182,000,000 7,019,599
歳出の部� （単位：円）
款 費　　目 決算額 前年度予算額 比較増減△ 附記説明
1 神宮神徳宣揚費交付金 57,019,429 57,019,429 0 支部を通じて各神社へ
2 幣 帛 幣 饌 料 7,632,875 8,700,000 △1,067,125 別表及特別神社、本務・兼務神社、献幣使参向神社、幣饌料供進神社、献幣使・随員旅費等
3 会 議 費 2,621,451 5,400,000 △2,778,549 会議旅費、諸費
4 庁 務 費 40,684,483 43,914,000 △3,229,517 神事費、儀礼費、役員報酬、諸給与及び福利厚生費、需要費
5 負 担 金 28,095,939 29,700,624 △1,604,685 神社本庁へ
6 事 業 費 6,599,906 17,300,000 △10,700,094 大麻関係費、教化部費、庁報発行費、神社振興対策費、職員研修費、東海五県連合会費等
7 研 修 諸 費 223,983 200,000 23,983 神社庁研修諸費
8 庁 舎 維 持 費 456,060 660,000 △203,940 修繕費、設備費、火災保険費
9 交 付 金 3,100,000 3,400,000 △300,000 神職会、総代会、災害慰藉特別会計各交付金
10 積 立 金 18,500,000 3,500,000 15,000,000 基本金積立金、役職員退職積立金、五県連合総会積立金、神道昂揚資金積立金等
11 補 助 金 0 50,000 △50,000 時局対策費
12 新庁舎建設調査費 24,840 1,000,000 △975,160 新庁舎建設特別委員会会議費・調査諸費等
13 予 備 費 0 11,155,947 △11,155,947

合　　計 164,958,966 182,000,000 △17,041,034

歳入の部� （単位：円）
科　　目 決算額 予算額 比較増減△ 附記説明

１ 負 担 金 3,305,000 3,300,000 5,000 支部負担金、神職掛金
２ 災害救助慰藉特別会計交付金 700,000 700,000 0 交付金
３ 本 庁 見 舞 金 160,000 150,000 10,000 本庁見舞金６件分
４ 雑 収 入 57 1,000 △943 利息
５ 繰 越 金 4,371,420 5,849,000 △1,477,580 繰越金

合　　計 8,536,477 10,000,000 △1,463,523
歳出の部� （単位：円）

費　　目 決算額 予算額 比較増減△ 附記説明
１ 災 害 慰 藉 費 1,005,500 3,685,000 △2,679,500 神社災害慰藉費、神社総代慰藉費、神職災害慰藉費
２ 神 職 掛 金 2,105,000 2,100,000 5,000 神職掛金積立金、神職掛金支払金
３ 本庁災害慰藉費 204,015 300,000 △95,985 災害対策資金
４ 運 営 費 4,840 60,000 △55,160 事務費、旅費、雑費
５ 予 備 費 0 3,855,000 △3,855,000 神道青年会災害復興支援金

合　　計 3,319,355 10,000,000 △�6,680,645
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記

　

庁
報
の
編
集
を
任
さ
れ
三
年
を
迎
え
ま
す
。

一
年
に
二
回
、三
年
で
六
回
編
集
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

毎
回
、
神
社
庁
主
催
の
行
事
と
県
内
神
社
の
行
事
を

紹
介
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
天
皇
陛
下
の
御
即
位
に
伴
う
御
大
典
事
業
、

台
風
十
九
号
に
よ
る
被
害
状
況
と
復
興
支
援
活
動
、
コ

ロ
ナ
禍
の
拡
大
に
よ
る
対
策
と
神
社
の
あ
り
方
、
献
幣

使
参
向
神
社
新
規
指
定
と
事
務
所
備
付
書
類
に
つ
い
て

記
し
ま
し
た
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有
能
な
委
員
各
位
と
御
寄
稿
頂
い
た
皆
様
の
お
蔭
で

各
号
を
お
届
け
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
敬

意
を
表
し
編
集
後
記
と
致
し
ま
す
。

　

ご
愛
読
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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神社賠償責任保険
〈賠償責任保険普通保険約款および施設所有管理者特約条項・生産物特約条項・受託者特約条項等〉

のご案内

神社賠償責任保険は、基本契約 に任意で 割増契約 をプラスして
加入できる共済制度です。

基 本 契 約

割 増 契 約

①賠償事故の補償 対象：境内の事故と業務遂行

業務活動を原因として

●神社職員が木の枝打ちをした際、
誤って枝を通行中の車両に落下さ
せ傷をつけた。

●祭礼準備中に職員が運んでいた旗
竿が参拝者にあたりケガをさせた。

預かり物を原因として

神社の境内施設や設備の欠陥、管理上の不注意を原因として

●預かった参拝者のコートを盗まれ
た。

《ご注意》預かり物には、展示、使用等の目
的で神社が保管、管理する財物
は含まれません。

●燈籠や玉垣が倒れて参拝者がケ
ガをした。

●お焚上げの際、混入していたガラ
ス瓶が爆発し負傷者を出した。

●境内の古木が根腐れにより倒れ、
隣接する民家の屋根を壊した。

授与品・提供物を原因として
●授与品に欠陥があり参拝者がケガをした。
●神社が提供した飲食物で食中毒が発生し、治療を受けた。

祭礼・正月等の雑踏時の事故
●神社側が用意していた柵が倒れ、参拝者が転倒しケガをした。

②無償奉仕者のための見舞費用 対象：神社の管理下において無償でお手伝いをされる方

無償奉仕者のケガに係わる見舞金費用 無償奉仕者のケガに係わる被災対応費用

●境内で清掃活動中、無償奉仕者が
ケガをした。

●境外で神札頒布中、無償奉仕者が
ケガをした。

●無償奉仕者の法定相続人が現地
に行くための交通費

●無償奉仕者の救助、移送に要する
費用　　　　　　　　　　  など

参拝者のケガに係わる見舞金費用

任意でプラスいただくご契約です 割 増 契 約 任意でプラスいただくご契約です

①参拝者見舞費用 対象：参拝者 対象：境外の事故②神輿、山車、馬などの境外の賠償事故の補償

神輿、山車などの境外渡御で

●神社の瑕疵の有無に関係なく神社
の境内でケガをした人に対して慣
習的に支払った見舞金　　　など

●神輿が巡行中、住宅にぶつかり損
害を与えた。

●馬が暴れて見物人にケガをさせ
た。　　　　 　　　　        など

《ご注意》神輿、山車等に係わる人のケガ、事故および神輿の修理費用は補
償対象ではありません。

神社神社本庁本庁の神神社賠償責任保険は、庁の 神社の境内および施設において発生発生したした
賠償事故により神社が負担する損害賠償金をお支払いする保険で事故 す。

神社本庁の神社賠償責任保険は、神社の境内および施設において発生した
賠償事故により神社が負担する損害賠償金をお支払いする保険です。

神社賠償責任保険
〈賠償責任保険普通保険約款および施設所有管理者特約条項・生産物特約条項・受託者特約条項等〉

のご案内

神社賠償責任保険は、基本契約 に任意で 割増契約 をプラスして
加入できる共済制度です。

神社神社本庁本庁の神神社賠償責任保険は、庁の 神社の境内および施設において発生発生したした
賠償事故により神社が負担する損害賠償金をお支払いする保険で事故 す。

神社本庁の神社賠償責任保険は、神社の境内および施設において発生した
賠償事故により神社が負担する損害賠償金をお支払いする保険です。

SJ20-04619（令和2年7月20日）

SJNK19-05205（令和元年8月5日）
承認番号：SJ20-04619　承認日：令和２年7月20日

【保険契約者】

神社本庁財政部
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1丁目1番2号
TEL.03-3379-8011（代表）
TEL.03-3379-8015（直通）
FAX.03-3379-8299

【取扱代理店】

村 上 代 理 店
（有限会社村上）

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-10
0120-280-010
TEL.03-6447-5455
FAX.03-6447-5456

（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

【引受幹事保険会社】

団体・公務開発部第三課

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL.03-3349-9588
FAX.03-6388-0162

（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者の故意によって生じた賠償責任
②自動車の所有・使用・管理によって生じた賠償責任
③施設の新築・改築・修理等の工事によって生じた賠償責任
④神社の使用人が業務従事中に被った身体障害によって生じた賠償責任

⑤被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥排水または排気（煙を含みます。）によって生じた賠償責任
⑦戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議によって生じた賠償責任
⑧地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任　など

 

 

 

割 増 契 約  

基 本 契 約  

1,000～25,000円年額 7,000円年額 1台（頭）
につき

 

掛金とは、保険料と制度運営費（注）との合計金額で、加入神社が負担する金額となります。❖掛　金

     建物延床
面積

②神輿、山車、馬などの
 境外の賠償事故の補償      神輿・山車・

馬等 ①参拝者見舞費用 

参拝者見舞費用の場合

このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては下記までお問い合わせください。

神社本庁または神社庁へご連絡ください。 詳しいパンフレット、必要書類をお送りします。 加入するには？ 

※割増契約のみの加入はできません。なお、基本契約に加入されている神社は、随時割増契約の追加加入ができます。 ※中途加入の場合でも月割率は適用されません。
※神輿、山車等に係わる人のケガ、事故は補償対象となりません。 （注）本制度運営上必要な通信費、各種帳票作成費等として掛金の10％を本制度運営費としています。

 

■支払限度額

■保険金

死亡した場合 50万円 

50 ～万円 3万円 
後遺障害が
生じた場合

病院または診療所に
入院した期間

1名あたりの
支払限度額

通院した期限
（入院期間を除きます）

1名あたりの
支払限度額

31日以上
15日以上30日以内
8日以上14日以内

7日以内

10万円
5万円
3万円
2万円

31日以上
15日以上30日以内
8日以上14日以内
4日以上7日以内
1日以上3日以内

5万円
3万円
2万円
1万円
5千円

1名あたりの
支払限度額

1名障害の 
程度により

参拝者または施設の利用者の傷害に対し、加入神社が
支払った見舞金費用

1,000坪以下建物延床面積
境内土地面積

30坪以下
31～50坪
51～100坪
101～200坪
201～500坪
501～1,000坪
1,001坪以上

6,000円
7,200円
12,000円
15,600円
19,200円
33,600円
48,000円

6,600円
7,800円
13,200円
16,800円
21,000円
36,000円
52,200円

7,200円
8,400円
14,400円
18,000円
22,800円
39,000円
56,400円

7,800円
9,000円
15,000円
19,200円
24,000円
42,000円
60,000円

8,400円
10,200円
17,400円
22,800円
27,600円
48,000円
69,600円

1,001～5,000坪 5,001～10,000坪 10,001～50,000坪 50,001坪以上

※境内土地面積とは、通常境内として管理する地域（飛地境内、奥宮、御旅所、頓宮を含みます。）の境内面積を指します。
　建物延床面積とは、神社が所有する全ての境内建物（社殿、神楽殿、社務所、回廊、宝物殿、その他の付属建物）の合計延床面積を指します。ただし、補償対象となら
　ない施設（宮司の個人宅,自治会建物およびパンフレット2ページに記載の対象とならない建物）内の建物を除きます。
※平方メートルから坪数への換算は、平方メートルを3.3で除し、小数点以下は切り捨ててください。

（注）本制度運営上必要な通信費、各種帳票作成費等として掛金の10％を本制度運営費としています。

賠償事故の場合 
❖保険金と支払限度額

身 体 賠 償  
1名につき 5億円 
1事故につき 50億円 

1事故につき 1億円 財 物 賠 償  

30
万円 

万円 1被害者につき 

1,0001事故・保険期
間中につき 

（保険期間中の支払額合計）

※預かり物のうち、貴重品（現金、有価証券等）に対する支払限度額は30万円となります。
　（1名・1事故・保険期間中共通） 

人格権の侵害 

■保険金

■支払限度額

①被害者に支払うべき法律上の損害賠償金　　　　
②被害者に対する応急手当、緊急処置などの費用
③訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など

1事故につき 1億円 預かり物の事故 

無償奉仕者のための見舞費用の場合

死亡した場合 50万円

100万円 6万円～後遺障害が
生じた場合 

■保険金

■支払限度額

無償奉仕者の傷害に対し、加入神社が支払った見舞金
費用・被災者対応費用

病院または診療所に
入院した期間

1名あたりの
支払限度額

通院した期限
（入院期間を除きます）

1名あたりの
支払限度額

31日以上
15日以上30日以内
8日以上14日以内

7日以内

10万円
5万円
3万円
2万円

31日以上
15日以上30日以内
8日以上14日以内
4日以上7日以内
1日以上3日以内

5万円
3万円
2万円
1万円
5千円

1名あたりの
支払限度額

被災者対応費用

1名障害の 
程度により

無償奉仕者が傷害事故にあった際、加入神社が負
担した①被災者の法定相続人が現地に行くため
の交通費②通信費③被災者の援助、移送に要する
費用等を被災者対応費用として、被災者1名につ
き100万円を限度にお支払いします。

割 増 契 約 任意でプラスいただくご契約です 割 増 契 約 任意でプラスいただくご契約です

①参拝者見舞費用 対象：参拝者 対象：境外の事故②神輿、山車、馬などの境外の賠償事故の補償


